
令和 3 年度における災害復旧工事の発注方針等について 

 

 

安芸高田市建設部 

令和 3 年 10 月 15 日 

 

 

1 趣旨 

 令和 3 年度発注の災害復旧工事について、発注方針等を次のとおり定める。 

 

2 内容 

 1)発注方針 

1. 請負対象設計金額 2,500 万円未満の工事については、指名競争入札とする。 

2. 請負対象設計金額 2,500 万円以上の工事については、一般競争入札とするが、この場合、

低入札価格調査制度の対象工事とせず、最低制限価格制度を適用する。 

3. 指名業者は、原則、災害発生個所の属する町に主たる営業所を有する者とする。 

 4. 安芸高田市建設工事指名業者等選定要綱 第５条第４項に掲げる別表第 2 の増減可能

範囲の「標準数の±2」を、「標準数の±3」と読み替える。 

  ただし、完成工事高要件は、予定価格（消費税及び地方消費税を除く。）の 1/2 とする。

（請負対象設計金額 1,000 万円未満の工事は、完成工事高要件を問わない。） 

5. 請負対象設計金額が8,000万円以上の工事についても、特定建設業の許可を求めない。

（ただし、建設業法上、4,000 万円以上の下請を発注する場合は、特定建設業の許可を必

要とする。） 

   6. 電子入札の手続きを行っていない者は、指名業者の対象としない。 

7. 指名競争入札の場合、応札者が１者の場合でも、入札は無効としない。 

8. 指名競争入札の場合、応札者がいなかった場合、市内全域を対象とした一般競争入札と

する。 

 2)入札及び工事関係書類の簡素化 

1. 入札時に提出を求めている工事費内訳書を「別紙中 8 工事内訳書の簡略化」のとおり

簡略化する。 

2. 施工計画書、工事完成検査書類、施工管理書類及び履行報告書の取扱いについては、

「別紙中 9 工事書類の簡略化」のとおり簡略化する。 

 3)工事請負代金の支払等 

１. 部分払いの支払回数等については、「別紙中 10 部分払支払回数の緩和」のとおり、緩

和措置を設ける。 

 

 

 



（適用範囲） 

 令和 3 年度に発注する災害復旧工事に限り適用する。 

 

（適用年月日） 

 令和 3 年 11 月 1 日以降、公告又は指名通知する案件から適用する。 



別紙 

発注方針に関する取り組み 安芸高田市建設部 

 

1 指名競争入札の適用拡大 

指名競争入札は 1,500 万円未満の工事に適用していますが、災害復旧工事については

2,500 万円未満についても指名競争入札による発注とし、2,500 万円以上を一般競争入札とし

ます。 

なお、指名競争入札で応札者がいなかった場合、市内全域を対象とした一般競争入札としま

す。 

 

2 一般競争入札における最低制限価格制度の適用 

指名競争入札の結果、応札者がなかった場合や請負対象設計金額 2,500 万円以上の場合

に適用する事後審査型一般競争入札では、低入札価格調査制度の対象工事とせず、最低制

限価格を適用します。 

 

3 指名業者の選定基準 

指名競争入札は、地理的条件を付して工事箇所及びその周辺の特定地域に主たる営業所

などを有する者を対象として発注しています。災害復旧工事の発注においては、災害発生直後

の応急対応や災害調査への協力に鑑み、指名業者は、原則、災害発生個所の属する町に主

たる営業所を有する者とします。 

 

4 業種別年間平均完成工事高の取扱い 

競争入札では、入札に参加する者の資格として、請負対象設計金額が 1,000 万円以上の工

事において、当該工事の予定価格以上の年間平均完成工事高を求めています。災害復旧工

事では、円滑な執行を図るため完成工事高要件を緩和し、予定価格の 1/2 以上とします。 

また、請負対象設計金額 1,000 万円未満の工事についての完成工事高要件はありません。 

 

年間平均完成工事高 ≧ 請負対象設計金額の 1/2 

 

5 特定建設業許可の要否 

請負対象設計金額が 8,000 万円以上の工事で求めている特定建設業の許可は、災害復旧

工事では必要ありません。 

ただし、建設業法により 4,000 万円以上の下請を発注する場合は、特定建設業許可が必要で

す。 

 

6 電子入札 

建設工事の入札は、原則、電子入札システムを利用して行っていますが、災害復旧工事の入

札においても同様とします。 

 



7 指名競争入札における一者応札 

指名競争入札での一者入札は無効としていますが、災害復旧工事においては、指名競争入

札であっても、一者応札を有効とします。 

なお、一般競争入札は通常工事であっても一者応札は有効です。 

  



入札及び工事関係書類の簡素化に関する取り組み 安芸高田市建設部 

 

8 工事内訳書の簡略化 

災害復旧工事の円滑な執行を図るため、入札時に提出を求めている工事費内訳書の記入方

法の簡略化を行います。簡略化により応札者の事務の負担が軽減され、積極的な入札参加や

記入ミスによる失格の防止が期待でき、不調・不落を抑制します。 

 

簡素化の内容 

「工事費の内訳」については、仕様書に記載されている費目・工種明細などのうち直

接工事費、共通仮設費計、純工事費、現場管理費、工事原価、一般管理費計、工事価格、

消費税相当額、工事費計の項目を記載したうえで、見積額を記入することとし、また、

仕様書に複数の工事個所が記載されている場合でも、項目毎に全ての工事個所の金額を

合計して記入することができる取扱いとします。 

 

  

様式２

元請負人 元請負人 下請負人-1 下請負人-2 下請負人-3

aa建設㈱

340000ＡＡ

単位 数量 金額（円） 0 0 0 0

**直接工事費** 90,880,000

**共通仮設費** 7,678,000

**純工事費** 98,558,000

現場管理費 26,510,000

**工事原価** 125,068,000

一般管理費計 20,326,000

**工事価格** 145,394,000

**消費税相当額** 11,631,520

**工事費計** 157,025,520

「工事費の内訳」及び「下請負人及び見積額」

工事費の内訳 下請負人及び見積額

費目・工種明細など

工事名

工事場所

規格１・規格２

商号又は名称

建設業許可番号

○○川災害復旧工事

安芸高田市○○町○○

簡略例



9 工事書類の簡略化 

 

簡素化対象図書及びその扱いについては、以下のとおりとします。 

1）施工計画書には次の事項を記載します。 

（1）計画工程表 

（2）施工方法 

（3）施工管理計画 

（4）安全管理 

ア．安全衛生管理計画(組織表のみ) 

イ．免許・資格等一覧表 

（5）段階確認に関する事項 

（6）緊急時の体制及び対応表 

（7）交通管理 

（8）再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 

2）工事完成検査においては、土木工事完成検査時提出書類一覧表（別表1）により整理

してください。 

3）施工管理においては、安芸高田市土木工事に伴う工事関係書類一覧表（別表2）を参

考に整理してください。 

4）本工事の計画工期及び実施工程が60日未満である場合は、履行報告書の提出を不要と

します。 

5) 受注者は工事関係書類の簡略化により、工事目的物の品質の低下を招くような事のな

いよう、工事を適正に施工し管理しなければなりません。 

6) 工事検査は、最終請負契約金額によらず、完成検査のみとし、3,500万円未満の工事は、

工事成績評定の対象としません。 

   ただし、1件の請負代金額が500万円以上3,500万円未満の工事について、受注者から、

契約後速やかに当該工事の評定を希望する旨を記載した工事打合せ簿が提出された場

合は、評定の対象とします。 

   また、この取扱いに基づき評定の対象外とした工事については、変更契約により

3,500万円以上になった場合も、評定の対象としません。 

 

災害復旧工事等※1に係る成績評定及び中間検査の取扱い

通常工事 災害復旧工事等
災害復旧工事等

（随契緊急対応※2）
通常工事 災害復旧工事等

災害復旧工事等

（随契緊急対応※2）

500万円未満 対象外 対象外 対象外 ０回 ０回 ０回

500万円以上
　～1,000万円未満

対象 対象外※3 対象外 ０回 ０回 ０回

1,000万円以上
　～3,500万円未満

対象 対象外※3 対象外 １回 ０回 ０回

3,500万円以上
　～1億円未満

対象 対象 対象外 １回 ０回 ０回

1億円以上 対象 対象 対象外 ２回 ０回 ０回

※１　令和3年発生災害に伴う災害復旧工事又は災害に関連する維持修繕工事（河川浚渫等）

※２　災害発生直後に被災箇所で緊急対応した随意契約の工事

※３　受注者が、契約後速やかに当該工事の評定を希望した場合は評定の対象とする。

　　　 当該工事が変更契約で3,500万円以上となった場合は、評定の対象外とする。

成績評定の取扱い 中間検査の回数

請負代金額



 

 

 

 

 

別表１           土木工事完成検査時提出書類一覧表（1/2） 

 

提  出  書  類 

標準工事 

（500 万円以

上） 

令和 3年発生災

害復旧工事又は

小規模崩壊地 

復旧工事 

小規模工事 

(130 万円以上 

 500 万円未満) 

工事設計書（変更設計書） ○ ○ ○ 

工事請負契約書（工事請負変更契約書） ○ ○ ○ 

建設リサイクル法に関する書類 
△ 

(対象がある工事) 

△ 

(対象がある工事) 
 

請負代金内訳書（2,000 万円以上、3 ｹ月以上） 
△ 

(対象がある工事) 

△ 

(対象がある工事) 
 

工程表（変更工程表）（施工計画書の計画工

程表に代えることができる。） 
○ ○ ○ 

休日作業届 ○   

現場代理人及び主任技術者指名届 ○ ○ ○ 

作業主任者、有資格者一覧表 ○ ○ ○ 

工事カルテ登録内容確認書（当初・変更） ○ 
△ 

(対象となる工事) 
 

設計図書照査表 ○ ○ ○ 

建設業退職金共済証紙購入報告書及び関係

書類（300 万円以上） 
○ 

△ 

(対象となる工事) 

△ 

(対象となる工事 

施工計画書（変更施工計画書） 
○ 

（18 項目） 

○ 

（8 項目） 

○ 

（8項目） 

施工体制台帳・体系図 
△ 

(対象がある工事) 

△ 

(対象となる工事) 

△ 

(対象となる工事) 

主要材料購入先名簿 ○ ○ ○ 

再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画

書・実施書 

△ 

(対象がある工事) 

△ 

(対象がある工事) 

△ 

(対象がある工事) 

広島県土砂の適正処理に関する条例に基づ

く届出書（発生土 500m3 以上搬出、2,000m2 以

上埋立行為） 

△ 

(対象がある工事) 

△ 

(対象がある工事) 

△ 

(対象がある工事) 

工事履行報告書 ○ 
△ 

(対象となる工事) 

△ 

(対象となる工事) 

工事打合せ簿 ○ ○ ○ 

立会書 ○ ○ ○ 

段階確認書 ○ ○ ○ 

納品伝票 ○ 
△ 

(提出または提示） 

△ 

(提出または提示） 

出荷証明書 
△ 

(対象がある工事) 

△ 

(対象がある工事) 

△ 

(対象がある工事) 

材料受払簿 ○   

 



 

 

 

別表１           土木工事完成検査時提出書類一覧表（2/2） 

 

提  出  書  類 

標準工事 

（500 万円以

上） 

令和 3年発生災

害復旧工事又は

小規模崩壊地 

復旧工事 

小規模工事 

(130 万円以上 

 500 万円未満) 

完成通知書 ○ ○ ○ 

材料承認 ○ ○ ○ 

品質管理日誌 ○ ○ ○ 

Ａｓ、Ｃｏ、路盤等の各種試験記録 ○ ○ ○ 

工事写真 ○ ○ ○ 

出来形管理図 ○ ○ ○ 

展開図 ○ ○ ○ 

産業廃棄物管理票（マニュフェストＤ表写） △ 
△ 

(提出または提示） 

△ 

(提出または提示） 

関係施工管理書類(各省庁協議書・許可書等) ○   

工事日誌 ○   

KY 活動報告書 ○   

災害防止協議会設置・記録 
△ 

(対象がある工事) 
  

安全巡視記録 ○   

新規入場者教育 ○   

安全訓練活動日誌 ○   

社内安全パトロール ○   

過積載対策 ○   

使用機械自主点検 ○   

持込機械使用届 ○   

使用機械点検表 ○   

足場・地山掘削等点検表 
△ 

(対象がある工事) 
  

仮設点検表(仮締切・土止め工等) 
△ 

(対象がある工事) 
  

創意工夫 ○   

地域貢献 ○   

社内検査書類 ○ 
△ 

(提出または提示） 

△ 

(提出または提示） 

その他提出書類 

△ 

(監督員が必要 

 と認めた書類) 

△ 

(監督員が必要 

 と認めた書類) 

△ 

(監督員が必要 

 と認めた書類) 

※特記仕様書に記載されているもの、又は監督員が特に指示した場合はその指示に従うこと。 

※本表に記載のない事項は監督員と監督員の指示に従うこと。 

※○＝提出、 △＝必要時提出。 

※建築工事も、これに準じて提出。 



別表 2 工事関係書類一覧表 

作
成
時
期 

種別 提出書類名称 該当文書 
様
式 
○ 

書類 
作成者 

受注者書類作成の位置づけ 

備考 
提出 提示 その他 

発注者 受注者 
監督 
職員 

発注者 
受注者 
保管 

監督職
員へ 
連絡 

監督職
員へ 
納品 

工
事
着
手
前 

契
約
図
書 

契約書等 建設工事請負契約書 - － ○        

建設工事請負契約約款 - － ○        

契約特約事項 - － ○        

設計図書 共通仕様書 - － ○        

特記仕様書 - － ○        

工事数量総括表 - － ○        

発注図面 - － ○        

契約関係書類 建設リサイクル法第 12 条 

第 1 項に基づく書面 

共通仕様書 1-1-2-12-5 
○  ○  ○    

落札決定通知の日から 5 日以内に，発注者（工事担当課）に

提出する。 

 建設リサイクル法 13 条 

及び省令第 4条に基づく書面 

共通仕様書 1-1-2-12-5 
○  ○  ○    

 

 現場代理人及び主任技術者等氏名

（変更）届 

契約約款第 10 条 

共通仕様書 1-1-3-2 
○  ○  ○    

契約締結後 14 日以内に監督職員を通じて発注者に提出しな

ければならない。 

請負代金内訳書 契約約款第 3条 

共通仕様書 3-1-1-2 
○  ○  ○    

契約締結後 14 日以内に法定福利費を記載して全ての工事で

提出を行う。 

 当初（変更）工程表 契約約款第 3条 

共通仕様書 3-1-1-3， 

3-1-2-2 

○  ○  ○    

契約締結後 14 日以内に提出しなければならないが，施工計

画書の計画工程表に代えることが出来る。 

  建退共証紙購入状況報告 共通仕様書 1-1-2-20 

○  ○  ○    

請負代金額 300 万以上の工事が対象で，購入状況を工事完成

時までに書面提出する。証紙を購入しなかった場合はその理

由を書面報告する。 

  建退共証紙受払簿 建設業退職金共済制度の加入

促進及び履行確保について

(H20.9.9 建設産業室長通知) 

－  ○   ○   

 

  請求書 契約約款第 32 条，34 条 ○  ○  ○    前払金に係るもの 

  VE 提案書（契約後 VE 時） 共通仕様書 1-1-3-7 ○  ○  ○    契約締結後に VE 提案を行う場合に提出する。 

 その他 品質証明員通知書 共通仕様書 3-1-1-8 －  ○      設計図書で品質証明の対象と明示された場合に提出する。 



作
成
時
期 

種別 提出書類名称 該当文書 
様
式 
○ 

書類 
作成者 

受注者書類作成の位置づけ 

備考 
提出 提示 その他 

発注者 受注者 
監督 
職員 

発注者 
受注者 
保管 

監督職
員へ 
連絡 

監督職
員へ 
納品 

工
事
着
手
前 

その他 再生資源利用計画書 

―建設資材搬入工事用― 

共通仕様書 1-1-1-19， 

1-1-2-12 ○  ○ ○     

該当する建設資材を工事現場に搬入する場合には，再生資源

利用計画を作成し，施工計画書に含め提出する。（請負代金

額100万円以上） 

 再生資源利用促進計画書 

―建設副産物搬出工事用― 

共通仕様書 1-1-1-19， 

1-1-2-12 ○  ○ ○     

該当する建設資材を工事現場から搬出する場合には，再生資

源利用促進計画を作成し施工計画書に含め提出する。（請負

代金額100万円以上） 

 「広島県土砂の適正処理に関する

条例」に基づく届出 

共通仕様書 1-1-2-12 

○  ○      

500m3 以上の土砂を事業区域外へ搬出するときは，搬出開始

日から起算して 20 日までに各農林水産事務所（農林事業所）

又は事務を委譲した市町に届け出る。 

 事前調査結果報告書 共通仕様書 1-1-1-26 －  ○ ○     契約約款に定める工事始期日以降 30 日以内に提出する。 

  接触・切断等事故防止対策計画書

（施工計画時） 

共通仕様書 1-1-1-26 
－  ○ ○     

該当工種の着手日の 7日前までに提出すること。 

 休日取得計画表 週休２日モデル工事試行

要領 
○  ○ ○     

 

 

工
事
書
類 

１
施
工
計
画 

①
施
工
計
画 

施工計画書 共通仕様書 1-1-1-4 
－  ○ ○     

数量の軽微な変更の場合には，変更施工計画書の提出は不

要。 

確認依頼書 

（契約約款第18条に該当する事実

があった場合） 

契約約款第 18 条 

共通仕様書 1-1-1-3 〇  ○ ○     

契約約款第 18 条第 1 項～第 5項に該当があった場合にのみ

提出する。（契約約款第 18 条第 1項の範囲を超えないこと） 

   設計図書の照査確認資料 

（契約約款第18条に該当する事実

がない場合） 

契約約款第 18 条 

共通仕様書 1-1-1-3-2 －  ○   ○   

契約約款第 18 条第 1 項～第 5項に該当がない場合（設計図

書と現場等が一致している場合）は提示とする。（契約約款

第 18 条第 1 項の範囲を超えないこと） 

    確認結果通知書 

 

契約約款第 18 条 
－ ○       

 

    工事測量成果表 

（仮 BM 及び多角点の設置） 

共通仕様書 1-1-1-38-1 
－  ○ ○     

 

    工事測量結果（設計図書との照合）

（設計図書との差異あり） 

共通仕様書 1-1-1-38-1 

－  ○ ○     

設計図書と測量結果に差異がある場合にのみ提出する。 



作
成
時
期 

種別 提出書類名称 該当文書 
様
式 
○ 

書類 
作成者 

受注者書類作成の位置づけ 

備考 
提出 提示 その他 

発注者 受注者 
監督 
職員 

発注者 
受注者 
保管 

監督職
員へ 
連絡 

監督職
員へ 
納品 

工
事
着
手
前 

工
事
書
類 

２
施
工
体
制 

③
施
工
体
制 

工事測量結果（設計図書との照合）

（設計図書と一致） 

共通仕様書 1-1-1-38-1 
－  ○   ○   

設計図書と測量結果が一致している場合は提示とする。 

施工体制台帳 共通仕様書 1-1-1-10-1 ○  ○ ○      

施工体制台帳 

（下請負人に関する事項） 

共通仕様書 1-1-1-10-1 
○  ○ ○     

 

施工体制台帳 

（再下請に関する事項） 

共通仕様書 1-1-1-10-1 
○  ○ ○     

 

重層下請に係る理由書 共通仕様書 1-1-2-6-4 －  ○  ○     

県外業者を下請業者とする理由書 共通仕様書 1-1-2-6-6 ○  ○  ○     

    施工体系図 共通仕様書 1-1-1-10-2 ○  ○ ○      

施
工
中 

工
事
書
類 

３
施
工
状
況 

③
施
工
管
理 

工事打合せ簿（指示） 共通仕様書 1-1-1-2 ○ ○        

工事打合せ簿（協議，承諾，提出，

報告，通知） 

共通仕様書 1-1-1-2 
○  ○ ○     

 

関係機関協議資料（許可後の資料） 共通仕様書 1-1-1-36-3 
－  ○   ○   

許可後の資料は提示とする。ただし，監督職員から請求があ

った場合は写しを提出する。 

    近接協議資料 共通仕様書 1-1-1-36 －  ○   ○    

    材料確認書 共通仕様書 2-1-2-4 ○  ○ ○      

    材料納入伝票（工事に使用した材

料の品質を証明する資料） 

共通仕様書 2-1-2-1 
－  ○   ○   

監督職員又は検査職員の請求があった場合は提示する。 

    登録リサイクル製品使用実績 共通仕様書 1-1-2-17 

－  ○ ○  ○   

「広島県リサイクル製品登録証」の写しを提出し，その使用

実績について監督職員に確認を受け，広島県循環型社会課へ

報告する。 

    段階確認書 共通仕様書 3-1-1-6-6 

○  ○ ○     

・設計図書で定めのある場合のみ提出する。 

・段階確認書に添付する資料を新たに作成する必要はなく，

受注者が作成する出来形管理資料に，確認した実測値を手

書きで記入する。 

・監督職員が臨場した場合の状況写真の添付は不要。 

・監督職員が臨場して段階確認した箇所は，出来形管理写真

の撮影を省略できる。 



作
成
時
期 

種別 提出書類名称 該当文書 
様
式 
○ 

書類 
作成者 

受注者書類作成の位置づけ 

備考 
提出 提示 その他 

発注者 受注者 
監督 
職員 

発注者 
受注者 
保管 

監督職
員へ 
連絡 

監督職
員へ 
納品 

施
工
中 

工
事
書
類 

３
施
工
状
況 

③
施
工
管
理 

確認書・立会書 共通仕様書 3-1-1-6-1 
○  ○ ○     

設計図書で定めのある場合は提出する。 

監督職員等が立ち会っている状況写真は不要。 

休日・夜間作業届 共通仕様書 1-1-1-37-2 
－  ○    ○  

現道上の工事を行う場合は書面により提出することとし，そ

の他は，口頭，ファクシミリ，電子メール等により連絡する。 

 
④
安
全
管
理 

安全教育訓練実施資料 共通仕様書 1-1-1-27-10 －  ○   ○   実施した内容を提示する。 

 事故等速報 共通仕様書 1-1-1-30 
○  ○ ○     

事故が発生した場合は，直ちに監督職員に通報し事故の概要

を書面により速やかに報告する。 

   工事事故報告書 共通仕様書 1-1-1-30 
○  ○ ○     

監督職員から請求があった場合に，書面により速やかに提出

する。 

   ⑤
工
程

管
理 

工事履行報告書 契約約款第 11 条 

共通仕様書 1-1-1-25， 

1-1-2-16 

○  ○ ○     

毎月 7日までに監督職員に提出する。 

   
⑥
出
来
形
管
理 

出来形管理図表 共通仕様書 1-1-1-24-8 
○  ○ ○  ○   

施工中は提示とし工事完成時に提出とする。 

出来形の測定位置がわかるよう略図を記載する。 

   出来形数量計算書 共通仕様書 3-1-1-7-2 

－  ○ ○  ○   

工事数量の計算等にあたっては「土木工事数量算出要領

（案）」を適用する。 

契約数量以外の任意施工に関わる部分（設計図書に明示して

いないもの）の提出は不要。 

施工中は提示とし，工事完成時に提出とする。 

   ⑦
品
質

管
理 

品質管理表 共通仕様書 1-1-1-24-8 

○  ○ ○  ○   

施工中は提示とし，工事完成時に提出とする。 

品質の測定位置がわかるよう略図を記載する。 

 

 契
約
関
係
書
類 

中間 

前払金 

認定請求書 契約約款第 34 条 3 項 ○  ○  ○     

 認定調書 契約約款第 34 条 4 項 ○ ○        

 請求書 契約約款第 34 条 4 項 ○  ○  ○     

 中間検査 中間検査調書 共通仕様書 3-1-1-10 ○ ○        

 指定部分完

成検査 

 

指定部分完成通知書 契約約款第 38 条 

○  ○  ○    

 

 



作
成
時
期 

種別 提出書類名称 該当文書 
様
式 
○ 

書類 
作成者 

受注者書類作成の位置づけ 

備考 
提出 提示 その他 

発注者 受注者 
監督 
職員 

発注者 
受注者 
保管 

監督職
員へ 
連絡 

監督職
員へ 
納品 

施
工
中 

契
約
関
係
書
類 

指定部分完

成検査 

指定部分相当額について（協議） 契約約款第 38 条 2 項 ○ ○        

協議に係る承諾書 契約約款第 38 条 2 項 ○  ○       

 指定部分引渡書 契約約款第 38 条 1 項 ○  ○  ○     

 請求書 契約約款第 38 条 1 項 ○  ○  ○     

 既済部分

(出来形) 

検査 

請負工事出来形検査要求書 契約約款第 37 条 2 項 ○  ○  ○     

  出来形検査調書 契約約款第 37 条 3 項 ○ ○        

  出来形検査結果通知書 契約約款第 37 条 3 項 ○ ○        

   請負代金相当額について（協議） 契約約款第 37 条 6 項 ○ ○        

   協議に係る承諾書 契約約款第 37 条 6 項 ○  ○       

   請求書 契約約款第 37 条 7 項 ○  ○  ○     

  修補 検査結果通知書 

（修補事項） 

共通仕様書 1-1-1-22-5 

共通仕様書 1-1-1-22-4 

契約約款第 31 条 6 項 

○ ○   ○    

 

修補完了通知書 契約約款第 31条 1項,6項 ○  ○  ○     

 部分使用 部分使用承認願 契約約款第 33 条 1 項 

共通仕様書 1-1-1-23 
○ ○       

 

  部分使用承諾書 契約約款第 33 条 1 項 

共通仕様書 1-1-1-23 
○  ○  ○    

 

  工期変更 工期延長（短縮）申請書 契約約款第 21 条 

共通仕様書 1-1-1-16 
○  ○  ○    

 

   工期の変更について（協議） 契約約款第 23 条 

共通仕様書 1-1-1-16 
○ ○       

 

  請負代金 

変更 

請負代金額の変更について（協議） 契約約款第 23 条，24 条 ○ ○ ○  ○     

 

 

 

 

 

 

 

変更協議に係る承諾書 契約約款第 23 条，24 条 ○ ○       

 



作
成
時
期 

種別 提出書類名称 該当文書 
様
式 
○ 

書類 
作成者 

受注者書類作成の位置づけ 

備考 
提出 提示 その他 

発注者 受注者 
監督 
職員 

発注者 
受注者 
保管 

監督職
員へ 
連絡 

監督職
員へ 
納品 

施
工
中 

契
約
関
係
書
類 

賃金又は物

価変更に基

づく請負代

金変更 

賃金又は物価変動に基づく請負代

金額の変更について（協議） 

契約約款第 25 条 
○ ○ ○  ○    

 

賃金又は物価変動に基づく請負代

金額の変更に係る協議が整わなか

った場合の通知について 

契約約款第 25 条 

○ ○       

 

賃金又は物価変動に基づく請負代

金額の変更請求について 

契約約款第 25 条 
○ ○ ○  ○    

 

単品スライ

ド条項 

建設工事請負契約約款第25条第５

項に基づく請負代金額の変更につ

いて（請求） 

建設工事請負契約約款第

25 条第 5項の運用につい

て 

○  ○  ○    

 

 建設工事請負契約約款第25条第８

項に基づく協議の開始の日につい

て（通知） 

建設工事請負契約約款第

25 条第 5項の運用につい

て 

○ ○       

 

 請負代金額等の変更について（協

議） 

建設工事請負契約約款第

25 条第 5項の運用につい

て 

○ ○       

 

 変更協議に係る承諾書 建設工事請負契約約款第

25 条第 5項の運用につい

て 

○  ○      

 

インフレス

ライド条項 

建設工事請負契約約款第 25 条第 5

項に基づく請負代金額の変更につ

いて（請求） 

建設工事請負契約約款第

25 条第 6項運用基準 ○  ○      

 

 建設工事請負契約約款第 25 条第 8

項に基づく協議の開始の日につい

て（通知） 

建設工事請負契約約款第

25 条第 6項運用基準 ○ ○       

 

 請負代金額等の変更について（協

議） 

建設工事請負契約約款第

25 条第 6項運用基準 
○ ○       

 

   建設工事請負契約約款第 25 条第 6

項に基づく請負代金額の変更につ

いて（協議） 

建設工事請負契約約款第

25 条第 6項運用基準 ○ ○       

 



作
成
時
期 

種別 提出書類名称 該当文書 
様
式 
○ 

書類 
作成者 

受注者書類作成の位置づけ 

備考 
提出 提示 その他 

発注者 受注者 
監督 
職員 

発注者 
受注者 
保管 

監督職
員へ 
連絡 

監督職
員へ 
納品 

施
工
中 

契
約
関
係
書
類 

インフレス

ライド条項 

変更協議に係る承諾書 建設工事請負契約約款第

25 条第 6項運用基準 
○  ○  ○    

 

スライド調書 建設工事請負契約約款第

25 条第 6項運用基準 
○ ○       

 

  賃金等の変動に基づく請負代金額

計算書 

建設工事請負契約約款第

25 条第 6項運用基準 
○ ○       

 

  天災による

損害 

天災その他の不可抗力による損害

について（通知） 

契約約款第 29 条 

共通仕様書 1-1-1-39-1 
○  ○  ○    

 

   天災その他の不可抗力による損害

について（被災内訳） 

契約約款第 29 条 

共通仕様書 1-1-1-39-1 
○  ○  ○    

 

   天災その他の不可抗力による損害

の認定について（通知） 

契約約款第 29 条 

共通仕様書 1-1-1-39-1 
○ ○       

 

   天災その他の不可抗力による損害

について（協議） 

契約約款第 29 条 

共通仕様書 1-1-1-39-1 
○  ○  ○    

 

   天災その他の不可抗力による損害

額の協議・承諾について 

契約約款第 29 条 

共通仕様書 1-1-1-39-1 
○ ○ ○  ○    

 

 天災その他の不可抗力による損害

額の請求 

契約約款第 29 条 

共通仕様書 1-1-1-39-1 
○  ○  ○    

 

  支給品 支給品受領書 契約約款第 15 条第 3 項 ○  ○  ○    支給品を受領した場合に提出する。 

  支給品精算書 共通仕様書 1-1-1-17-3 ○  ○  ○    支給品を受領した場合に提出する。 

  現場 

発生品 

現場発生品調書 共通仕様書 1-1-1-18 
○  ○  ○    

現場発生品がある場合に提出する。 

 その他 出来形報告書 共通仕様書 3-1-1-7-2 －  ○ ○     出来形検査，指定部分完成検査の際に提出する。 

  産業廃棄物管理表（マニフェスト） 共通仕様書 1-1-1-19-2 
－  ○   ○   

産業廃棄物を搬出した場合に提示する。 

電子マニフェストの場合は，電子でもよい。 

  新技術活用関係資料 共通仕様書 1-1-1-13-6 
－  ○ ○     

NETIS に登録されている技術を活用して工事施工する場合に

報告する。 

主要資材購入先名簿 共通仕様書 1-1-3-4 ○  ○  ○     

 理由書 共通仕様書 1-1-3-4 ○  ○  ○    やむを得ず県外から購入する場合は，理由書を提出する。 



作
成
時
期 

種別 提出書類名称 該当文書 
様
式 
○ 

書類 
作成者 

受注者書類作成の位置づけ 

備考 
提出 提示 その他 

発注者 受注者 
監督 
職員 

発注者 
受注者 
保管 

監督職
員へ 
連絡 

監督職
員へ 
納品 

工
事
完
成
時 

契約関係書類 完成通知書 契約約款第 31 条 1 項 

共通仕様書 1-1-1-21-1 

共通仕様書 1-1-2-13-1 

○  ○  ○    

終期日の 13 日前までに監督職員に提出しなければならな

い。 

 検査結果通知書 契約約款第 31 条第 2 項 ○ ○        

 引渡書 契約約款第 31 条第 4 項 ○  ○  ○     

  請求書 契約約款第 32 条第 1 項 ○  ○  ○     

 工事書類 出来形管理図表 共通仕様書 1-1-1-23-8 
○  ○ ○     

施工中は提示とし，工事完成時に提出とする。 

品質の測定位置がわかるように略図を記載する。 

 品質管理表 共通仕様書 1-1-1-24-8 
○  ○ ○     

施工中は提示とし，工事完成時に提出とする。 

品質の測定位置がわかるように略図を記載する。 

 品質証明書 共通仕様書 3-1-1-8-(1) －  ○ ○     設計図書で定めのある場合は提出する。 

  工事写真 共通仕様書 1-1-1-24-8 

－  ○ ○     

工事写真の撮影にあたっては，写真管理基準（案）を適用す

る。電子納品等運用ガイドライン（案）【土木工事編】に基

づき提出する。（紙の工事写真帳は提出不要） 

  総合評価落札方式履行確認資料 広島県建設工事総合評価

落札方式実施要領第 17 
－  ○   ○※   

※検査において検査職員に提示する。 

  創意工夫・社会性等に関する実施

状況 

共通仕様書 3-1-1-16 
－  ○ ○     

創意工夫，地域社会への貢献等を実施した場合に提出する。 

 工事完成図書 工事完成図 共通仕様書 1-1-1-20 

共通仕様書 3-1-1-9 
－  ○     ○ 

電子納品等運用ガイドライン(案)【土木工事編】に基づき電

子成果品及び紙の成果品で納品する。 

  工事管理台帳 共通仕様書 3-1-1-9 
－  ○     ○ 

電子納品等運用ガイドライン(案)【土木工事編】に基づき電

子成果品及び紙の成果品で納品する。 

工
事
完
成
時 

工事完成図書 施設管理台帳 

（道路事業関係） 

共通仕様書 3-1-3-1 
○  ○     ○ 

道路施設等台帳作成要領に基づき，3部（原図 1 部，コピー

2 部）納品する。 

 施設管理台帳 

（急傾斜地崩壊対策事業関係） 

共通仕様書 3-1-3-1 
○  ○     ○ 

急傾斜地崩壊対策施設調査要領に基づき納品する。 

 施設管理台帳 

（砂防事業関係） 

共通仕様書 3-1-3-1 
○  ○     ○ 

砂防設備台帳作成要領（案）に基づき納品する。 



作
成
時
期 

種別 提出書類名称 該当文書 
様
式 
○ 

書類 
作成者 

受注者書類作成の位置づけ 

備考 
提出 提示 その他 

発注者 受注者 
監督 
職員 

発注者 
受注者 
保管 

監督職
員へ 
連絡 

監督職
員へ 
納品 

 その他 再生資源利用実施書 

―建設資材搬入工事用― 

共通仕様書 1-1-1-19-6 
○  ○  ○    

該当する建設資材を搬入した場合，建設副産物情報交換シス

テムにより作成して提出する。 

  再生資源利用促進実施書 

―建設副産物搬出工事用― 

共通仕様書 1-1-1-19-6 
○  ○  ○    

該当する建設資材を搬入した場合，建設副産物情報交換シス

テムにより作成して提出する。 

 休日取得計画表（実績） 週休２日モデル工事試行

要領 
○  ○ ○     

 

 休日取得状況表 週休２日モデル工事試行

要領 
○  ○ ○     

 

工
事
完
成
後 

その他 低入札価格調査 

（工事完成後調査） 

共通仕様書 1-1-1-13-5 

○  ○  ○    

「建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱」の調

査対象工事の場合は，完成検査合格後 2 か月以内に提出す

る。 

  



（参考）必要に応じて添付する。 

※（参考）は，様式を定めている工事書類を参考的に示したものであり，その他施工中に必要な工事書類については，設計図書に従い適宜提出又は提示してください。 

 

 

 

 

 

 

 

作
成
時
期 

種別 提出書類名称 該当文書 
様
式 
○ 

書類 
作成者 

受注者書類作成の位置づけ 

備考 
提出 提示 その他 

発注者 受注者 
監督 
職員 

発注者 
受注者 
保管 

監督職
員へ 
連絡 

監督職
員へ 
納品 

施
工
中 

工
事
書
類 

３
施
工
状
況 

そ
の
他 

コンクリート中の塩分測定表 共通仕様書 1-3-2-2， 

1-3-3-4 
○  ○      

 

くい打ち成績表 共通仕様書 3-2-4-4-4 ○  ○ ○     施工中は提示とし，工事完成時に提出する。 

浸透探傷試験記録書 共通仕様書 3-2-12-3 ○  ○   ○    

放射線透過試験記録表 共通仕様書 3-2-12-3 ○  ○   ○    

塗装膜厚測定表 共通仕様書 3-2-3-31-16 

共通仕様書 3-2-12-11-12 ○  ○ ○     

現場塗装終了後，塗膜厚検査を行い，施工中は提示とし，工

事完成後に提出する。 

工場塗装終了後，塗膜厚検査を行い提示する。 

    塗装膜厚測定成績表 共通仕様書 3-2-3-31-16 

共通仕様書 3-2-12-11-12 ○  ○ ○     

現場塗装終了後，塗膜厚検査を行い，施工中は提示とし，工

事完成後に提出する。 

工場塗装終了後，塗膜厚検査を行い提示する。 

    場所打ち杭（機械掘削）の施工記

録 

共通仕様書 3-2-4-5-2 
○  ○ ○     

施工中は提示とし，工事完成後に提出する。 

    場所打ちコンクリート杭施工記録

表 

共通仕様書 3-2-4-5-2 
○  ○ ○     

施工中は提示とし，工事完成後に提出する。 

    鉄筋ガス圧接超音波探傷検査記録 共通仕様書 1-3-7-5 

○  ○   ○   

鉄筋の種類，直径及び施工箇所に応じた施工方法を選び，そ

の品質を証明する資料を整備及び保管し，監督職員又は検査

職員から請求があった場合は速やかに提示 



10 部分払支払回数の緩和 

請負代金額により支払回数を制限している部分払いについて、月 1 回を超えない範囲で支払

い数の上限を設けない。 

 

【従前の支払い回数】 

 部分払の回数の限度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今回の緩和措置】 

支払回数の限度は、設けない。ただし、この請求は、月１回を超えることができない。 

請 負 金 額 部分払の回数 

１、０００万円未満 １回 

１、０００万円以上５、０００万円未満 ２回 

５、０００万円以上１億円未満 ３回 

１億円以上 ４回 


